
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な内容］ 

      お客様からお寄せいただくお問合せの中には、お客様ご自身の勘違いや間違いに起因するものが 

いくつかあります。 

よくある発生事例の中から、特筆すべきものを、具体的に写真を織り交ぜながら、ご説明いたします。 

 

 

 

 

 

 

■日時 ： ２０１２年２月２４日（金） １８時３０分～１９時４５分 

 

■会場 ： 社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）会議室 

（東京都新宿区新宿１－１４－１２ 玉屋ビル５階） 

 

■交通：東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」下車、徒歩１分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と 

社団法人 消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）主催 「第９回 消費生活相談員を対象としたＡＣＡＰ講座」 

   詳細解説     

「トラブル防止～ 

トマトや野菜を原料にした 

飲料、調味料の基礎知識～」 

■講師  カゴメ株式会社 コーポレートコミュニケーション本部  

お客様相談センター課長    溝口 達也氏  
 

 

定員１５名 

受講料 

無 料 

 

消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）は、お客様相談室など企業・団体の消費者関連部門の責任者・担当者等

で組織する消費者庁所管の社団法人です。企業においてもっとも消費者に近い立場であり、さまざまな業種

が集う特長を活かし、ＡＣＡＰでは安全な取り扱い方やトラブル時の対処方法などをテーマとした「消費生活相

談員を対象としたＡＣＡＰ講座」を開催しております。 

今後も消費者相談に役立つさまざまな業種の専門知識を講座内容とし、定期的に開催していく予定です。

消費生活相談員の皆さまの受講をお待ちいたします。 

担当 ＡＣＡＰ消費者啓発委員会 

・トマトケチャップは、なぜこんなに赤いのですか？着色料を使っているからですか？ 

・野菜ジュースに、「食塩無添加」と書いてあるのに、どうしてナトリウムが入っているんですか？ 

・ジュースの中から生きた虫が出てきたのですが。   ｅｔｃ 

 



 

 

 

■応募人数 

１５名 （お申し込み順での受付） 

＊受講は、現在、消費生活相談員をされている方、消費生活相談員を目指されている方

に限らせていただきます 

■締め切り ２０１２年２月２４日（金）、正午まで  （当日まで受付いたします） 

■応募要領 
受講申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはＥ－ＭＡＩＬでお申し込みください。 

ＦＡＸ ０３－３３５３－５０４９       Ｅ－ＭＡＩＬ acap@acap.jp 

■問合わせ先 
社団法人消費者関連専門家会議 事務局   担当  茨木彰彦 

ＴＥＬ ０３－３３５３－４９９９ （９時３０分～１７時３０分）    Ｅ－ＭＡＩＬ acap@acap.jp 

 

■会場のご案内■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 消費者関連専門家会議 宛  ＦＡＸ ０３－３３５３－５０４９ 

 

        

E-MAIL でお申し込みの場合は、上記の必要事項を送信してください。 

＊受講に関する ACAPからの連絡は、主に E-MAIL を利用いたします。 

＊ご記入いただきました個人情報をもとに、ＡＣＡＰが主催する講座の案内をさせていただきます。 

 

勤務先  

勤務先所在地  

受講者名  

ご連絡先 

 

ＴＥＬ                   ＦＡＸ 

 

E-MAIL 

出口３ 

●丸の内線「新宿御苑前駅」下車、

「出口３」から徒歩１分 

 

●ＡＣＡＰホームページ 

http://www.acap.or.jp 

 

 

第９回 消費生活相談員を対象としたＡＣＡＰ講座 （２０１２年２月２４日） 受講申込書 
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